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1-1：理事用アカウントの運用方法 

  翌年度 

理事会のメンバー様には、 

「居住者用アカウント」 と 「理事用アカウント」の 

２つのアカウントをご利用いただきます。 
「理事用アカウント」は任期終了後に削除してください。 

居住者用アカウント 

居住者用アカウント 

理事用アカウント（A） 

   理事用アカウント（B） 

理事長 

新しい 
理事長 

任期満了 

 今年度 

居住者用アカウントは 
そのまま 

ご利用いただけます。 

Aさん（理事長） 

Bさん（居住者） 

Aさん（居住者） 

Bさん（理事長） 

新しい理事様には、 
管理担当者によって、 
新しい理事用アカウントを 
発行してください。 

前任者の理事用アカウントは、 
適宜、管理担当者によって 
削除してください。 

※理事用アカウントの「管理担当者」は、マンション管理組合様にて決めていただく必要があります。 
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1-2：理事会代替わり時のアカウント発行フローの例 

担当 フロー 

理事長／ 
管理会社 

IT担当 
 

管理員 

新理事 
 

新理事の 

仮ID・仮パスワードを発行 

仮ID・仮パスワードの書面を 

印刷してポストに投函 

本登録 

Mcloud 

新理事の 

情報を取りまとめ 

新理事の 

メールアドレス 

本登録 

わからない 

わかる 

現理事アカウント 

削除依頼 

登録完了の 

報告 

新理事のアカウント登録確認・ 

現理事のアカウントを削除 

Mcloud Mcloud 

仮ID・仮パスワードの 

PDFを発行 

仮アカウント 

通知メールを配信 

仮アカウント 
通知メール 
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1-3：各権限で作成できるアカウント 

管理者マスター権限で作成できるアカウント 
理事用と一般居住者用のすべての権限のアカウントを作成でき、グループの作成なども可能です。 

施設予約の管理操作はできません。 

 

 

管理者Ａ権限で作成できるアカウント 
理事用で「管理者A」「管理者B」「居住者A」「居住者B」権限のアカウントのみ作成でき、グループの作成なども可能です。 

施設予約の管理操作はできません。 

 

 

外部協力マスター権限で作成できるアカウント 
理事用と一般用で「管理者B」「外部協力マスター」「外部協力Ａ」「外部協力Ｂ」「居住者A」「居住者B」権限のアカウント

のみ作成できます。グループの作成などはできません。施設予約の管理操作ができます。 


